
登別市乳児等通園支援事業の実施について

乳児等通園支援事業とは、いわゆる「こども誰でも通園制度」であり、こどもの良

質な成育環境を整備するとともに、働き方やライフスタイルに関わらない形で子育て

世帯を支援するため、令和６年１０月から「こども誰でも通園制度（仮称）試行事業」

として実施しており、令和７年度から本格実施を行う。

１ こども誰でも通園制度（仮称）試行事業とは

（１）試行事業の概要

本事業を本市から学校法人登別立正学園へ委託し、委託事業者が専用の施設

を整備して実施している。

ア 事業実施日 令和６年１０月１５日

イ 利用定員 １５人

ウ 対象児童 保育所等に通所していない０歳６か月から２歳児までの乳

幼児

エ 利用可能日 月曜日から金曜日まで

オ 利用可能時間 午前９時から午後３時まで

カ 利用者負担額 １時間あたり３００円（事業者が利用者から徴収）

キ 市負担額 １時間あたり８５０円（市から委託事業者への支払額）

ク その他 児童一人あたり１か月１０時間まで利用可能

２ 実施状況

１０月１５日～１月３１日までの実施状況は次のとおりです。

３ 令和７年度以降の実施について

令和７年度は、令和６年度と同様の内容で実施する。

（１）変更点

市負担額（市から委託事業者への支払額）

ア ０歳児：１時間あたり １，３００円

イ １歳児：１時間あたり １，１００円

ウ ２歳児：１時間あたり ９００円

月 １０月 １１月 １２月 １月

延べ登録数 ２１人 ２６人 ２９人 ３２人

実利用者数 １２人 １８人 １９人 ２１人

延べ利用者数 ２０人 ３９人 ３４人 ３４人

利用時間 ４９時間 １１６時間 １０２時間 １１４時間


